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福祉人材センター 

都道府県福祉人材センター 

●福祉の仕事に就きたい、機会があれば働
　いてみたい、パートでよければ働いてみ
　たいなど福祉の仕事を希望する人たちに
　求職の申込をいただき、求人の情報を提
　供し、就職のあっせんをいたします。 

●社会福祉サービス実施機関の新設や
　欠員・増員に伴う職員募集、産休や
　育休などに伴う代替職員募集、パー
　トなど多様な勤務形態の職員募集な
　ど求人の申込をいただき、求職者の
　情報を提供し、人材のあっせんをい
　たします。　 

この事業は、職業安定法第
33条により厚生労働大臣の
認可を受けて行う無料職業
紹介です。 

無料職業紹介 

●福祉の仕事に就いてみたい、または関心のある人々を対象に、福祉施設や在宅福祉 
　サービスの仕事について直接、職員の方々から説明してもらい、不安を解消し積極 
　的に働く意欲を持っていただく場です。 
●会場では、福祉の仕事に役立つ、または必要な資格の取得方法などについての相談 
　も行います。 
 
 
●福祉施設などで介護職員や相談員などとして従事した経験を持っている人で、もう一 
　度福祉現場で働いてみたいと思っている方を対象に最新の福祉動向や実践的な講義・ 
　実技を行います。これにより、再就職を円滑に進めます。 

●「福祉に関心がある」「福祉のことを良く知りたい」そんな人々を対象に、車イス 
　体験や介護実習、施設見学、福祉問題の基礎講座など市民に密着したテーマの講習 
　会です。市町村社協と連携して地域レベルで開催したり、日曜や夜間に開催したり、 
　参加しやすい工夫をしています。　 

●有能な福祉人材の確保とともに、 
    その定着と資質の向上を図ること 
    が大切です。多彩な人材確保、職 
    員の定着を図るための職員処遇や  
    勤務体制の改善、経営のあり方に 
    ついて、経営者からのご相談にお 
    応えいたします。 
 
 
●福祉サービスの向上を図るために 
    は、職員の専門的資質の充実がな 
    によりも大切です。他の研修実施 
    機関との連携を図りつつ、職員研 
    修の計画的・体系的な推進を行い 
    ます。 
●また職員の方の自己啓発について  
    も支援します。 

福祉人材バンク 
都道府県福祉人材センターの支所等として設置 

●福祉人材センターと連携しながら、より地域に密着した広報活動や無料職業紹介を行っています。 

ナースセンター 

福祉関係 
・大　学 
・短　大 
・養成校 

福祉職場説明会 

潜在的有資格者等就労促進講習会 

福祉入門教室 

 
 
 
 
 
 

社会福祉従事者研修 
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ハローワーク 
（公共職業安定所） 

福祉に携わる人材確保の体系図 概　　要

福祉に携わる人材
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総　　数 
 
施設長 
 
生活指導・支援員等　3） 
 
職業・作業指導員 
 
セラピスト 
 
　理学療法士 
 
　作業療法士 
 
　その他の療法員　4） 
 
心理・職能判定員 
 
医師 
 
保健師・助産師・看護師 　5） 

精神保健福祉士、 
精神科・医療ソーシャル 
ワーカー

 
 
保育士・児童生活支援員 
 
児童厚生員 
 
介護職員・介助員　6） 
 
介護支援専門員 
 
管理栄養士 
 
栄養士 
 
調理員 
 
事務員 
 
用務員・その他の職員 

（平成18年10月1日現在）

757,580 
 

42,348 
 

75,292 
 

19,692 
 

4,986 
 

1,384 
 

1,114 
 

2,488 
 

189 
 

3,884 
 

27,400 
 
 

3,199
 
 

330,313 
 

11,702 
 

70,856 
 

5,690 
 

2,772 
 

9,642 
 

71,096 
 

25,822 
 

52,695

 

総　数 

6,165 
 

219 
 

797 
 

99 
 
6 
 
3 
 
2 
 
1 
 
5 
 

30 
 

380 
 
 

40 
 

… 
 

… 
 

3,109 
 

… 
 

61 
 

137 
 

652 
 

449 
 

181 
 

 
保護施設 
　1） 

54,592 
 

4,562 
 

5,247 
 

23 
 

155 
 

18 
 

13 
 

124 
 
3 
 

166 
 

3,865 
 
 

976
 
 

16 
 

12 
 

17,298 
 

4,056 
 

589 
 

1,549 
 

6,063 
 

5,206 
 

4,808

老人福祉 
施　　設 
　2） 

37,471 
 

1,653 
 

5,531 
 

3,403 
 

827 
 

369 
 

267 
 

191 
 

88 
 

252 
 

2,629 
 
 

11
 
 

51 
 
- 
 

14,267 
 

11 
 

271 
 

505 
 

2,137 
 

1,486 
 

4,351

身体障害 
者更生援 
護 施 設 

84,364 
 

4,008 
 

44,406 
 

14,149 
 

58 
 

26 
 

21 
 

12 
 

44 
 

390 
 

2,417 
 
 

19
 
 
6 
 
- 
 

1,306 
 
4 
 

523 
 

1,704 
 

6,299 
 

2,267 
 

6,763

知的障害 
者 援 護  
施　　設 

8,383 
 

1,465 
 

2,237 
 

1,317 
 

84 
 
0 
 

82 
 
2 
 

16 
 

97 
 

131 
 
 

2,136
 
 
1 
 
- 
 

11 
 
2 
 

13 
 

32 
 

83 
 

500 
 

258

精神障害 
者社会復 
帰施設 

417 
 

33 
 

142 
 

16 
 
0 
 
- 
 
- 
 
0 
 
9 
 
5 
 

21 
 
 
1
 
 

… 
 

… 
 
6 
 

… 
 
4 
 

17 
 

78 
 

43 
 

43

 
婦人保護 
施　　設 

74,686 
 

4,652 
 

14,017 
 

138 
 

2,929 
 

966 
 

725 
 

1,239 
 

17 
 

1,052 
 

8,218 
 
 
2
 
 

14,499 
 

11,655 
 

2,482 
 

… 
 

358 
 

947 
 

4,866 
 

3,617 
 

5,238

児童福祉 
施　　設 
（保育所を 
除く）　1） 

426,843 
 

22,011 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

1,812 
 

4,478 
 
 

…
 
 

313,799 
 

… 
 

… 
 

… 
 

741 
 

4,151 
 

48,032 
 

6,802 
 

25,018

 

保育所 

253 
 

31 
 

17 
 

12 
 
0 
 
0 
 
0 
 
- 
 
- 
 
- 
 
3 
 
 
-
 
 

11 
 
- 
 
2 
 
- 
 
1 
 
- 
 

16 
 

89 
 

73

 
母子福祉 
施　　設 

64,406 
 

3,714 
 

2,899 
 

535 
 

927 
 
3 
 
3 
 

922 
 
6 
 

81 
 

5,260 
 
 

15
 
 

1,931 
 

35 
 

32,377 
 

1,617 
 

210 
 

600 
 

2,872 
 

5,363 
 

5,965

その他の 
社会福祉 
施設等   

 

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「社会福祉施設等調査」 
（注）　1）保護施設には医療保護施設､児童福祉施設には助産施設､その他の社会福祉施設等には無料低額診療施設をそれぞれ含ま 
　　　　  ない。 
　　　2）老人福祉施設には特別養護老人ホーム､老人デイサービスセンター､老人短期入所施設は含まない｡ 
　　　3）生活指導・支援員等には、生活指導員、生活支援員、児童指導員、児童自立支援専門員、母子指導員が含まれるが、婦 
　　　　  人保護施設は生活指導員のみである。 
　　　4）その他の療法員には、言語聴覚士、あん摩・マッサージ・指圧師、聴能訓練師を含む。 
　　　5）保健師・助産師・看護師には、准看護師を含む。 
　　　6）介護職員・介助員には、支援員、寮母を含む。 
　　　7）常勤換算数であり、小数点第1位を四捨五入している。「0」は、常勤換算従事者数が0.5未満の場合である。 
　　　8）従事者数は調査した職種であり、調査した職種以外は「…」とした。 

1） 

従 事 者 数（人） 

施設の種類別にみた職種別常勤換算従事者数 詳細データ




